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問 課税課 （93） 0444

市では、 固定資産税を公平かつ適正に

課税するため、 調査員 （市職員） が

訪問して家屋調査を実施しています。

家屋調査とは

固定資産の評価額を算定するため、

新築 ・ 増築家屋などを対象に現地調査

を行うものです。 国が定める固定資産

評価基準により評価して、 調査結果を

課税台帳に登録します。

調査方法

建物外部（屋根・外壁など）と内部（床・

柱 ・ 建具など） の使用部材などの調査

や、 家屋の形状 ・ 間取りの計測、 完成

図面などを確認します。

新築・増築家屋の調査

年金振込通知書・年金額
改定通知書を送付

金融機関などの口座振込で、 年金を

受け取っている人に、 ６月～翌年４月

（２カ月に１回） まで毎回支払われる

金額をお知らせする 「年金振込通知書・

年金額改定通知書」 を送付します。

問 幕張年金事務所

　 043 （212） 8621

地方税共通納税システムでは、 事業所

などが行っている地方税の電子申告、

電子申請 ・ 届出のほか、 電子納付が

できます。

市へ電子納付できる税金の種類は、

法人市民税、 個人住民税 （特別徴収分、

退職所得分） です。

利用届出やパソコン環境の準備などが

必要になる場合があります。

詳しくは、 ｅＬＴＡＸホーム

ページをご覧ください。

問 ヘルプデスク （0570） 081459

地方税共通納税システム
で電子納付

※請求 1 件につき、 2 つ以上の決定を行ったものが含まれるため、 決定の合計と

　 請求件数が一致しない場合があります。

問  総務課　 （93） 1113

■情報公開制度

　 市では、多くの人に市政への理解と信頼を深めてもらうため、「富里市情報公開条例」

　 に基づいて、 市が保有している公文書などの公開を実施しています。

　 令和 7 年度の公文書開示請求件数は 34 件で、 うち部分開示になった文書は、 個人

　 のプライバシーや法人に関する情報が含まれていたものです。

■個人情報保護制度

　 市が保有する個人情報は、 原則として本人に限り、 開示 ・ 訂正 ・ 利用停止の請求を

　 することができます。 なお、 令和 7 年度は、 開示請求が 11 件ありました。

■情報公開及び個人情報保護審査会

　 公文書の不開示決定などに対して、 行政不服審査法に基づく審査請求があったときに、

　 実施機関の諮問に応じて審査する機関として、 「富里市情報公開及び個人情報保護

　 審査会」 を設置しています。 なお、 令和 7 年度は、 審査請求がありませんでした。

■情報公開制度に基づく請求 ・ 開示などの処理状況

より透明で開かれた市政を目指して

令和7年度 情報公開 ・ 個人情報保護制度の運用状況

全国のコンビニエンスストアなどで取得

できる証明書の交付手数料を 7 月 1 日

から令和１０年３月３１日までの間、

300 円から 200 円に変更します。

便利でお得なコンビニ交付サービスを

ぜひご利用ください。

■取得できる証明書

　 ①住民票の写し　 ②印鑑登録証明書

　 ③課税 （非課税） 証明書

　 ④所得証明書

　 ※③ ・ ④は最新年度のみ

　 ※ 6月11日 （木） は、 システムメンテ

　　　 ナンスのため休止

■交付手数料　 200 円

　 ※市役所窓口は 300 円

問 市民課 （93） 4086

安くて、 便利！

コンビニ交付サービス

総務省統計局と千葉県では、 就業 ・

不就業の状況を把握するため、 毎月

「労働力調査」 を実施しています。

対象となった世帯には、 千葉県知事が

発行する調査員証を携帯した、 統計

調査員が伺いますので、 調査へのご回答

をお願いします。

■調査対象　御料地区の一部の世帯

■調査期間　7 月～ 10 月

問 県総合企画部統計課

 　 043 （223） 2220

労働力調査（統計調査）

年度年度
請求請求

件数件数

開示請求に対する決定開示請求に対する決定

全部全部

開示開示

部分部分

開示開示

不開示決定不開示決定
合計合計

不開示不開示 不存在不存在などなど 小計小計

５５ 2424 1515 ８８ ００ ２２ ２２ 2525

６６ 2323 1515 1111 ２２ ２２ ４４ 3030
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